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平成 24 年 9 月 28 日 
各  位 

東 京 都 品 川 区 東 品 川 2 - 2 - 4
天 王 洲 ﾌ ｧ ｰ ｽ ﾄ ﾀ ﾜ ｰ ５ 階

リ ア ル コ ム 株 式 会 社 
代 表 取 締 役  市 瀬  厚

（コード番号：3856 東証マザーズ）

問 合 せ 先 ： 取 締 役 C F O  山 本  融

（連絡先 03-6864-4001（代表））

 

債務超過解消による猶予期間の解除に関するお知らせ 

 
当社は、平成 23 年 6 月期において債務超過となり、東京証券取引所（マザーズ）における上場

廃止に係る猶予期間入り銘柄となりましたが、本日、有価証券報告書を関東財務局に提出した結

果、平成 24 年 6 月期において債務超過を解消したことにより、猶予期間入り銘柄から解除されま

したので、お知らせいたします。 
 
     記 
1. 対象となる法定書類 
有価証券報告書（自 平成 23 年７月 1 日  至 平成 24 年 6 月 30 日） 

 
2. 債務超過解消に至った経緯 
当社は、平成 23 年 6 月期において債務超過の状況となっておりました。当該状況下、財務基盤

の強化及び収益力の強化を目的として、平成 23 年 11 月 29 日に WWB 株式会社との株式交換を

実施いたしました。本株式交換は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成

20 年 12 月 26 日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26 日）上は「逆取得」に該当するため、連結財務諸表

上は WWB を取得企業、当社を被取得企業として、パーチェス法を適用しております。その結果、

平成 24 年 6 月期末時点でのれんが 624 百万円増加しております。また、平成 24 年 6 月期連結損

益は黒字となっております。 
これらの状況より、平成 24 年 6 月期において債務超過を解消しております。 

 
3. 今後の見通し 

当社においては、依然として、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が

存在することや、「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間入りしていることより、こ

れらを解消する必要がありますが、IT 事業、建機販売事業、太陽光（ソーラー）事業によりグル

ープとして強固な事業基盤を構築し、継続して収益を生み出す企業体を目指してまいります。 
尚、平成 25 年 6 月期の業績予想につきましては、平成 24 年 8 月 23 日開示の「平成 24 年 6 月期

決算短信」に記載の通りです。 
以上 


